
ワクチン接種間隔の改正について。 

予防接種法の一部改正により、令和 2 年 10 月 1 日より異なるワクチンの接種

間隔が変更になります。 

 ＜異なるワクチンの接種間隔＞ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ ＢＣＧ・麻しん風しん混合・水痘 

※２ ロタ 

※３ ヒブ・肺炎球菌・Ｂ型肝炎・四種混合・日本脳炎・二種混合・子宮頸がん予防・ 

不活化ポリオ 

 

◎同一ワクチンを複数回接種する場合の接種間隔については、現行通りです。 

 

ご不明な点があれば、接種医または市役所 子育て応援課 あんしんサポート係 

（℡ 33-1131）までご連絡下さい。 
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